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◆ 敷地内の配置・外構の計画
プライバシーに配慮し、

□
周囲からの見通しを確保している。

□ 死角には防犯カメラを設置している。

◆ 塀、フェンス、垣等
□ 物理的、心理的に侵入しにくい構造としている。

□ 見通しを妨げない構造・形態としている。

□ 施錠可能な門扉を設置している。

□ 門灯を設置している。

植栽は、見通しの妨げや住宅侵入の
□
足場とならないようにしている。

◆ 駐車場・駐輪場
□ 周囲からの見通しが確保されている。

屋根は住宅の窓やバルコニーへの侵入の足場とならない
□
構造・位置に設置している。

□ センサーライト等の照明設備を設置している。

◆ 玄関扉・勝手口扉
□ 扉、錠、明かり取りガラスは、防犯建物部品等としている。

□ サムターン回し等の侵入手口を防止する構造としている。

センサーライト等の照明設備、ドアスコープ、
□
インターホン等を設置している。

◆ 窓
□ 防犯建物部品等としている。

□ 補助錠、面格子を設置している。

◆ バルコニー
縦樋等を足場にして侵入することが

□
困難な位置に設置している。

手摺りは見通しが確保された構造と
□

している。

◆ その他の部分
塀等の内側に音の出る
砂利を敷く、警報装置

□
を設置する等の防犯対
策をしている。

センサーライト等
□ の照明設備を設置
している。


